
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
給
付
金
の
支
給
の
請
求
）

（
給
付
金
の
支
給
の
請
求
）

第
一
条

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救

済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
の
給
付
金（
以

下
「
給
付
金
」
と
い
う
。）の
支
給
の
請
求
は
、
法
第
四
条
の
正
本
若
し
く
は
謄
本
又
は
確
定
判
決
等
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
当
該
書
面
の
内
容
が
当
該
確
定
判
決
等
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
た
も
の
の
ほ
か
、
給
付
金
支
給
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
を
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で

あ
っ
て
給
付
金
支
給
請
求
書
に
記
載
し
た
事
実
を
証
明
す
る
も
の
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機

器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
条

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救

済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
の
給
付
金（
以

下
「
給
付
金
」
と
い
う
。）の
支
給
の
請
求
は
、
法
第
四
条
の
正
本
又
は
謄
本
の
ほ
か
、給
付
金
支
給
請
求
書（
様

式
第
一
号
）
を
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
あ
っ
て
給
付
金
支
給
請
求
書
に
記
載
し
た
事
実
を
証
明
す

る
も
の
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
号

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
特

定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




